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（１）移動等円滑化促進方針の策定と次期バリアフリー基本構想の改定について（振り返り） 

（２）次期バリアフリー基本構想等の重点整備地区の設定に向けた考え方について 

（３）心のバリアフリーの取組方針について 

（４）移動等円滑化促進方針の策定と次期バリアフリー基本構想の改定について（まとめ） 

（５）今後のスケジュール（案）について 

 

２ その他 
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移動等円滑化促進方針の策定と
次期バリアフリー基本構想の改定について

開催日：令和６年１１月２０日（水）

令和６年度 第３回 大津市バリアフリー推進協議会資料

開催場所：大津市役所 災害対策本部室

１ 移動等円滑化促進方針の策定と次期バリアフリー基本構想の改定について（振り返り）

２ 次期バリアフリー基本構想等の重点整備地区の設定に向けた考え方について

３ 心のバリアフリーの取組方針について

４ 移動等円滑化促進方針の策定と次期バリアフリー基本構想の改定について（まとめ）

５ 今後のスケジュール（案）について
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①大津市中心部エリア

石山エリア、瀬田エリア
鉄道駅の利用者数が多く、施設が集積して

いる地域を選定

②北小松エリア、近江舞子エリア

志賀エリア、蓬莱エリア
鉄道駅の上下移動のバリアフリー化が必要

な地域を選定

2

移動等円滑化促進方針（マスタープラン） 移動等円滑化基本構想（実行計画）

根拠法令 バリアフリー法第２４条の２ バリアフリー法第２５条

計画の
趣旨

市全域にわたるバリアフリー化に関する指針を示した
上で、移動等円滑化促進地区に設定したエリアにおいて、
面的・一体的なバリアフリー化の方針を示すための計画。

重点整備地区に設定したエリアにおいて、公共交通、建築物、道路、
路外駐車場、都市公園、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一
体的に推進するため、具体的な事業を位置づけた計画。

（１） 「移動等円滑化促進方針」の策定と「バリアフリー基本構想」の改定

✓ 平成30年のバリアフリー法の改正によりマスター
プラン制度が創設

✓ 本市は「未策定」

✓ 平成23年3月策定（策定後13年経過）
✓ ＪＲ大津駅・京阪浜大津駅周辺地区、ＪＲ膳所駅・京阪膳所駅周辺

地区を重点整備地区に位置付け

移動等円滑化促進方針の策定 バリアフリー基本構想の改定

促進地区の選定

① 対象の設定
・市内の全鉄道駅４０駅
② 選定条件の設定
・平均利用者数3000人/日以上
・上下移動を必要とする駅
（スロープ等で上下移動できる駅は除く）

③ 評価（点数付け）
・駅の平均利用者数など9項目
④ 選定（点数に応じて選定）
・点数が20点を超える駅を選定

１３駅を中心とした７エリアを移動等円滑化促進地区に選定

１ 移動等円滑化促進方針の策定と

次期バリアフリー基本構想の改定について（振り返り）

（２） 「移動等円滑化促進方針」と「移動等円滑化促進地区」の選定
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「移動等円滑化促進方針」の基本理念・基本方針

・新たな視点の気づきを整備に反映

→歩道のない道路でも外側線があれば、車両に対する視線誘導としての機能だけでなく、視覚障害
者の方に対する安全対策としても有効であることを教えていただいた。（弱視の場合は誘導線と
して有効。視覚的な情報がなくても線の凹凸が分かる。）

・トイレ、駐車場、案内設備を優先的に対策

→使いたいときに使える環境にしていくことが重要である。（適切な施設整備）

→トイレはあるのに駐車スペースが狭い、使えない。駐車場からトイレまでの場所が分かりにくい。
などトイレ、駐車場、案内設備に関する要望が多い。

・障害の特性に応じた対応

→誰もが利用できるということが重要である。

→施設整備での対応が難しい場合は、人的対応等も検討

（合理的配慮の提供など）

・様々な意見を得る手段を検討

→意見交換会では個別的な場所の意見も多く得られた。

→どのように要望を伝えてよいかわからない。

・整備を要する場所、対策方法などの情報収集手段を検討

→関係団体のお知らせに掲載いただき、８件の要望が得られた。

→要望に対する具体的な対策例を教えてもらうことができた。

・バリアフリーマップの作成を検討

→施設整備されていても、どこにどんな施設があるのか分からない。知らない。

・高齢者、障害者に対する情報発信の方法の検討

→誰もが得られる情報発信の手法・わかりやすい内容等を検討

「移動等円滑化促進方針」における「移動等円滑化促進地区」の設定

・延べ床５００㎡以上の金融機関を生活関連施設に追加

→金融機関への要望が多かったため、500㎡以上に施設に要件を変更。

・地区内の福祉避難所を追加

→避難時の視点も考慮してほしい。

「バリアフリー基本構想」における進捗管理

・チェックシートの充実化

→得られた意見や気づきを踏まえ、どの施設設置管理者においても簡易かつ統一的にチェックできる

ようチェックシートを充実させるとともに、誰にでも作成できるようマニュアルを整備する。

・得られた意見をもとに特定事業を抽出

→得られた意見や気づきを施設設置管理者と共有し、特定事業の設定を行う。 3

（３） 利用者等の意見反映

１ 移動等円滑化促進方針の策定と

次期バリアフリー基本構想の改定について（振り返り）

●まち歩き（現地点検）（合計2回）
バリアフリー推進協議会の構成員等が実際に現地を点検し、様々な目線でどの
ようなバリア（段差等）があるか、どのような経路で移動しているか（移動の実
態）を把握するために実施しました。

第1回：令和5年12月20日10時～12時（参加者12名）
JR大津京駅周辺の施設と経路

第2回：令和6年8月19日10時～１２時（参加者１7名）
皇子が丘公園体育館、皇子が丘公園

●関係団体への聞き取り（合計11回）
障害者団体 計 6回
高齢者団体 計 2回
市民団体・連合会等 計 3回

●基本構想説明会（合計3回）
障害者団体 計 1回
高齢者団体 計 1回
市民団体・連合会等 計 6回

得られた意見について・・・
・駐車場やトイレに関する要望が多く得られた
・障害の特性に応じた整備を考えてほしい
・バリアフリーに対する意見を伝える場がない
・説明資料をわかりやすくしてほしい
・銀行等の利用が多い
・避難時の経路についても考慮してほしい
・街路樹を撤去し、歩道を拡幅することは、効果的と考える。 路線によっては
安全対策も併せて実施する必要がある。

各団体より提供いただけた事項・・・
・各駅をバリアフリーチェックした内容の提供
・団体の広報誌にバリアフリーに関する意見の呼びかけを実施
・団体の啓発活動（移動に関する）についての情報提供
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（４） 「移動等円滑化促進地区」の設定

１ 移動等円滑化促進方針の策定と

次期バリアフリー基本構想の改定について（振り返り）

生活関連施設とは・・・ 

高齢者、障害者等の利用が多

い旅客、官公庁、福祉、商店

等の施設 

 

施設の考え方・・・ 

①範囲：駅から８００ｍ圏内（徒歩圏内） 

②規模：2,000 ㎡以上の施設 

   （公共施設・学校は基本的に全て選定） 

③その他：高齢者、障害者等のご意見を参

考に選定 

 

経路の考え方・・・ 

・施設と施設を結ぶ経路 

・バリアフリーチェックを考慮した経路選定 

・高齢者、障害者等のご意見を参考に選定 

 

生活関連経路とは・・・ 

日常的に利用が多い経路や

各生活関連施設を結ぶ国道・

県道・市道等の道路 

 

 

生活関連施設と生活関連経路の考え方

移動円滑化促進地区（石山エリア） 移動円滑化促進地区（志賀エリア）

移動等円滑化促進地区の区域
移動等円滑化促進地区の区域
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（表面）

（５） 「重点整備地区」の設定に向けた考え方

１ 移動等円滑化促進方針の策定と

次期バリアフリー基本構想の改定について（振り返り）

生活関連施設の特定事業の設定における考え方

対象
バリアフリーチェック

実施主体
カルテ作成
実施主体

１ 生活関連施設 施設設置管理者 施設設置管理者

2 生活関連経路 事務局 事務局

（裏面）
カルテ（例）
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②公共施設の施設設置管理者と協議（市１８所属・他団体１６部署）

生活関連施設（公共施設）は、施設設置管理者にバリアフリーチェック
の依頼とバリアフリー整備の現状や計画等の意向、バリアフリー整備に
関する意見等を調査。

現状や意向
✓ バリアフリーを主とした整備計画を持っている施設は無い。
✓ バリアフリーチェックの実施は協力的。
✓ ソフト面の取組（啓発や合理的配慮等）は協力的。
意見

✓ どの範囲で、どの程度実施すべきか判断が難しい。
✓ 整備に関して予算化していない段階で、特定事業の設定は難しい。

①道路の施設設置管理者と協議（国道、県道、市道）
生活関連経路は、事務局でバリアフリーチェックを実施し、作成した

カルテに基づき、特定事業を検討。

現状や意向
✓ 拡幅が必要となるような大規模な整備は困難であるが、誘導ブロ

ックの設置や凹凸の修繕などは年次的に実施することに協力的。
意見

✓ 整備に関して予算化していない段階で、特定事業の設定は難しい。
✓ 街路樹を伐採して歩道拡幅するのは効果的と考える。周辺住民の

理解を得て実施していく必要がある。

意向や意見を整理

（１） バリアフリー整備に関する意見や意向
【参考】

意向や意見を整理

協議の機会を活用し、施設設置管理者には、バリアフリーチェックにお
ける視点をまとめたチェックシートを配布し、情報共有を図る。

２ 次期バリアフリー基本構想等の重点整備地区の

設定に向けた考え方について
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③民間施設の施設設置管理者に意向調査を実施

（６１施設中３３施設から回答）

民間施設は、施設設置管理者が自らバリアフリー
チェックを実施し、施設の現状を把握することが重要
であることから、現状や整備に関する意向、バリアフ
リー化を進めるためにどのような支援が必要か意向
調査を実施。

現状や意向
✓ １１施設からバリアフリー整備の意向があると回答。
✓ ソフト面の取組（啓発や合理的配慮等）は８割以上

が「取り組んでいる」または「今後取り組めそう」
と回答。

✓ バリアフリーチェックの実施については５割以上の
施設が「協力可能」と回答。

意見
✓ 「バリアフリー整備の補助制度」、「バリアフリーに

関する各種情報提供」、「バリアフリーに関する取組
のPR」の支援があればよい。

✓ 整備の優先度を決めてもらえると整備に取り組み
やすい。

✓ バリアフリー整備を早期に着手し計画的に進められるよう、施設設置管理者の整備目途がついた時点で、
速やかに特定事業に設定できる仕組みが必要。

✓ 促進方針や基本構想に基づいたバリアフリー整備に協力してもらえるよう、施設設置管理者の意向に沿った支援の実施や、
バリアフリー整備に関する情報共有や提供・協議を積極的に行う必要がある。

国土交通省「誰もが利用しやすいお店をつくろうパンフレット」より抜粋

（１） バリアフリー整備に関する意見や意向（つづき）

意向や意見を整理

【参考】
意向調査の機会を活用し、施設設置管理者には、施設のバリアフリーの視点等をまと

めたチラシを配布し、情報共有を図る。

（２） 施設設置管理者の意見や意向を踏まえた特定事業の設定に向けて

２ 次期バリアフリー基本構想等の重点整備地区の

設定に向けた考え方について
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特定事業の内容 事業主体
Ｒ６年度 R7

年度

R8
年度

R9
年度

R10
年度

R11
年度１０月 11月 12月 1月 2月 3月

特
定
事
業
の
設
定

生
活
関
連
経
路

道路特定事業

①市

②県

③国

生
活
関
連
施
設

公共交通特定事業
④西日本旅客鉄道株式会社

⑤京阪電気鉄道株式会社

公共交通特定事業
路外駐車場特定事業
都市公園特定事業
建築物特定事業

交通安全特定事業

⑥公共施設設置管理者

路外駐車場特定事業
建築物特定事業

⑦民間施設設置管理者

特定事業の設定
について協議 バ

リ
ア
フ
リ
ー
基
本
構
想
の
改
定

移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
策
定

バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
本
構
想
の
改
定
（予
定
）

移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
改
定
（予
定
）バリアフリー

チェックの依頼

意向調査の
実施

必要に応じて
特定事業の設定に向けた

継続協議

※ バリアフリーチェック
の実施

※ 特定事業計画（カルテ）
の作成

※については必要に応じて事務局が支援

✓ 施設設置管理者との協議の上で、整備の目途がついた事業は、随時特定事業の設定を行い基本構想に追加する。
✓ 追加で特定事業に設定する（した）場合は、バリアフリー推進協議会で報告する。

※ 継続的なバリアフリーチェック
の実施

※ 特定事業計画（カルテ）
の作成

特定事業の実施

２ 次期バリアフリー基本構想等の重点整備地区の

設定に向けた考え方について

（３） 特定事業の設定についての考え方（案）

特定事業の設定
について協議 必要に応じて

特定事業の設定に向けた
継続協議 特定事業の設定に向けて

継続的に協議

整備の目途がついた事業は
基本構想に随時追加
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現行の基本構想の表記 次期基本構想の表記（案）

変更点（案）

①「継続して実施」の項目を追加
→部分的な段差補修やグレーチングの改良等については、１路線に複数箇所ある場合が多く、新
たに生じることもあるため、随時補修していくものとして項目を追加。なお、年次毎に整備内
容や箇所を整理し、バリアフリー推進協議会の場で報告します。
（現時点で把握してい箇所は計画期間内で実施）

②「継続協議」の項目を追加
→特定事業として設定することが望ましいが、費用、施工条件、構造、用地等の不確定要素が
多く、具体的な整備手法や時期について、現時点で計画困難な事業が該当します。
上記事業は実現を目指し施設設置管理者と継続的な協議を行う事業であることを明確に
するために追加します。

変更点①

●

（３）、（４）の考え方で特定事業を設定し、施設設置管理者
と継続的に協議していく仕組みや、特定事業の設定を柔
軟に反映できる仕組みにしていきます。併せて、特定事
業に協力を得られるような仕組みの検討をしていきます。

２ 次期バリアフリー基本構想等の重点整備地区の

設定に向けた考え方について

（４） 特定事業の表記の変更点（案）について

継続協議

変更点②
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・生活関連施設があり、かつ、それらの間の移動が通常徒歩で行われる地区 （原則として生活関連施設が概ね３つ以上あること）

・生活関連施設及び生活関連経路についてバリアフリー化事業が特に必要な地区

・バリアフリー化の事業を重点的・一体的に行うことが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切な地区

（５） 重点整備地区の要件（国のバリアフリー基本構想作成に関するガイドライン）

２ 次期バリアフリー基本構想等の重点整備地区の

設定に向けた考え方について

① ７エリア全てについて、公共施設の施設設置管理者との協議を通して、バリアフリーチェックの実施等の協力が得られています。これから、継続
的に整備に向けた協議をしていくことで、特定事業の設定やバリアフリー整備を実現できると考えます。

② ７エリア全てについて、民間施設の施設設置管理者への意向調査の結果、「取り組んでいる」や 「今後取り組むことが出来る」と回答があり、バ
リアフリーに関する情報提供等や、継続的に整備に向けた協議をしていくことで、特定事業の設定やバリアフリー整備を実現できると考えます。

選定した「移動等円滑化促進地区」７エリアから9つの地区を「重点整備地区」として設定

ＪＲ大津駅・京阪びわ湖浜大津駅
周辺地区

ＪＲ膳所駅・京阪膳所駅
周辺地区

ＪＲ大津京駅・京阪大津京駅
周辺地区

ＪＲ石山駅・京阪石山駅
周辺地区

ＪＲ瀬田駅周辺地区

ＪＲ北小松駅周辺地区

ＪＲ近江舞子駅周辺地区

ＪＲ志賀駅周辺地区

ＪＲ蓬莱駅周辺地区

（６） 重点整備地区の設定における本市の考え方（案）
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「心のバリアフリー」とは
（ユニバーサルデザイン2020行動計画より）
様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコ

ミュニケーションをとり、支え合うことである。そのためには、一人一人が具体的な
行動を起こし継続することが必要である。各人がこの「心のバリアフリー」を体現す
るためのポイントは、以下の3点である。

① 正しい理解
障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障壁

の社会モデル」を理解すること。

② 意識の醸成
障害のある人（及びその家族）への差別（不当な差別的取扱い及び合理的配慮

の不提供）を行わないよう徹底すること。

③ 興味・理解・交流・バリアがない状態
自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、

すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。

（１） 心のバリアフリーについて

（２） 移動等円滑化に向けた心のバリアフリーのポイント

① 施設や道路に人為的なバリアを作らない。（例：放置自転車等）
② 障害者用の設備等の適切な情報提供する。
③ 障害者用の設備等を他の用途で使用しない。

（例：バリアフリートイレの適正な利用等）
④ 誰もが施設や道路のバリアに気づけるようになる。
⑤ 困っている人のために行動できるようになる。

上記を踏まえ、それぞれの立場・役割において
具体的な取組を実行することが重要

（３） 心のバリアフリーの推進における役割と取組例

行政

役
割

多様な関係者と協力し、バリアフリーに関する情報発信や
啓発活動、学びの活動等、心のバリアフリーを育む取組を
計画的に推進する。

取
組
例

・バリアフリーマップの作成
・まち歩き点検の定期的な開催
・バリアフリーに関する学びの

実施
・心のバリアフリーの取組の

情報収集と発信

事業者
(施設設置管理者)

役
割

社員におけるバリアフリーの意識を高める学びの推進や
障害者等の様々な心身の特性を理解し、多様なニーズに
応える商品やサービスを提供する。

取
組
例

・バリアフリーに関する社内研修
・放置自転車や不法占用物の適切な指導
・バリアフリーチェックの実施による施設

の現状把握
・合理的配慮に向けたサポート体制の構築
・適正利用の情報発信や啓発
・心のバリアフリーの取組の情報発信

市民

役
割

バリアフリーへの関心を深め、自ら理解に努め、行政や事業
者等から提供される情報や啓発、学びの活動等を積極的に
受け取り、困っている人のために行動する。

取
組
例

・バリアフリーに関する情報収集
・バリアフリーに関する学び等への参加
・バリアフリー施設の適正利用への理解
・バリアフリーに関するサイン、シンボルマーク

を適切に理解

３ 心のバリアフリーの取組方針について
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項目
目標値

（目標設定）
目標年次

基本方針①（基本構想の事業評価）

特定事業の進捗率 100％ 令和16年度

「継続して実施」事業の
整備箇所数

９箇所以上/年 令和16年度

新たに設定した特定事業
1回以上/年

（協議会等で報告）
令和16年度

特定事業の整備事例の
整理と情報提供

随時
（協議会等で報告）

－

基本方針②

障害者や高齢者等の
意見収集と整理

1回以上/年
（協議会等で報告）

－

要望箇所の把握
1回以上/年

（協議会等で報告）
－

整備箇所の把握
1回以上/年

（協議会等で報告）
－

個別箇所の整備事例の
整理と情報提供

1回以上/年
（協議会等で報告）

－

基本項目③（特定事業については基本構想の事業評価）

特定事業の進捗率 100％ 令和16年度

まち歩きの点検の実施回数 1回以上/年 令和16年度

心のバリアフリーの取組事例
の整理と情報提供

随時
（協議会等で報告）

－

Ｐｌａｎ
（計画）

Ｄｏ
（実施）

Ｃｈｅｃｋ
（評価）

Ｐｌａｎ
（計画）

Ｄｏ
（実施）

Ｃｈｅｃｋ
（評価）

Ｐｌａｎ
（計画）

Ｄｏ
（実施）

バリアフリーに関する情報収集等や、特定事業の進捗等の協議を継続
して実施し、その過程をPDCAサイクルに基づき適宜評価・改善してい
きます。

段階的・継続的な取組（スパイラルアップ）の推進

図：評価の考え方について

（１） 評価指標（案） （２） 事業の評価と見直し

Ａｃｔｉｏｎ
（見直し）

Ａｃｔｉｏｎ
（見直し）

※ ５年を目途に促進方針及び基本構想の改定を予定。

４ 移動等円滑化促進方針の策定と

次期バリアフリー基本構想の改定について（まとめ）
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① ② ③

基
本
方
針

②

基
本
方
針

③

市全域

移動等円滑化促進方針（マスタープラン）

高齢者、障害者等の
移動や施設利用の利便性・安全性が向上

【基本理念】

ともに支え合い、安全・安心・快適に過ごせるまち 大津

【基本方針】

① 一体的なバリアフリー整備
② 継続したバリアフリー整備
③ バリアフリーに関する理解の増進と定着

市全域のバリアフリー化

① ② ③

移動等円滑化促進方針（マスタープラン）

移動等円滑化促進地区

基
本
方
針

①

基
本
方
針

②

基
本
方
針

③

重点的

基本構想（実行計画）

重点整備地区 継続的

⑥基本構想に位置付けられた特定事
業は10年間で整備を実施

施設設置管理者と継続的に協議し、
バリアの解消を目指す仕組みづくりを
実施

⑤拠点となる１３駅を中心とした９地
区を重点整備地区に設定

13

①重点整備地区において、基本構想
に基づき計画性をもった重点的・一体
的なバリアフリー整備を実施

移動等円滑化促進方針と
基本構想の評価指標

基本方針①（基本構想）
・ 特定事業の進捗率

（目標年度が決まっている事業）
・ 「継続して実施」事業の整備箇所数
・ 新たに設定した特定事業
・ 特定事業の整備事例の整理と情報提供

基本方針②
・ 要望箇所の把握
・ 整備箇所の把握
・ 個別の整備事例の整理と情報提供

基本方針③
・ 特定事業の進捗率

（目標年度が決まっている事業）
・ まち歩き点検の実施回数
・ 施設設置管理者の取組事例の整理と

情報提供

③バリアフリーに対する理解の増進と
定着を促すため、心のバリアフリーに
関する取組を継続して実施

図：バリアフリー化の進め方

４ 移動等円滑化促進方針の策定と

次期バリアフリー基本構想の改定について（まとめ）

（３） 促進方針と基本構想のまとめ

①大津市中心部エリア
石山エリア、瀬田エリア

②北小松エリア、近江舞子エリア、
志賀エリア、蓬莱エリア

④９つの評価指標を踏まえて、優先的
にバリアフリー化を図る７エリアを移
動等円滑化促進地区に設定

②市全域において、地域の要望等に
応じた個別のバリアフリー整備を継続
して実施
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令和６年１１月２０日 第３回バリアフリー推進協議会
・促進地区（案）と重点整備地区（案）の設定に係る協議 など

１２月中旬～ パブリックコメントの実施

令和７年 ２月上旬頃 第４回バリアフリー推進協議会
・パブリックコメントの結果報告、最終案の確認 など

３月頃 促進方針の策定、基本構想の改定

５ 今後のスケジュール（案）について

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

バリアフリー
推進協議会

パブリック
コメント

市議会
報告

９/１９
施設常任
委員会

３/１４
施設常任
委員会

９/１７
施設常任
委員会

令和５年度 令和６年度

促
進
方
針
の
策
定
・
基
本
構
想
の
改
定

３月

第1回（7/26）

① 現基本構想の事業進捗状況の

報告

② 次期基本構想等の策定スケジ

ュールの説明 など

第２回（１１/８）

① 次期基本構想等の策定の進め方

② 移動等円滑化促進地区候補の

中心となる拠点（案）の抽出 など

第３回（２/９）

① 移動等円滑化促進方針（案）の

設定

② 移動等円滑化促進地区（案）の

選定、生活関連施設、生活関連

経路、区域（案）の設定 など

第１回（5/29）

① 促進地区（案）の選定と

設定に係る協議

② 重点整備地区（案）の

設定に係る協議 など

第４回（２月中）

Ｒ6.12月中旬～Ｒ7.1月中旬

第２回（9/11）

① 促進地区（案）の選定と

設定に係る協議

② 重点整備地区（案）の

設定に係る協議 など

第３回（11/20）

① 促進地区（案）の選定と

設定に係る協議

② 重点整備地区（案）の

設定に係る協議 など


